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施
し
、
住
民
健
診
の
充
実
を
図
り

ま
す
。

　
ま
た
、
夜
間
や
休
日
の
電
話
に

よ
る
健
康
相
談
事
業
を
24
時
間
体

制
で
実
施
し
ま
す
。

●
高
齢
者
支
援

　
高
齢
者
の
方
が
、
生
き
甲
斐
を

持
っ
て
生
活
で
き
る
環
境
づ
く
り

の
た
め
、
高
齢
者
の
見
守
り
支
援

事
業
や
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

●
障
が
い
者
支
援

　
障
が
い
を
持
つ
人
が
地
域
で
安

心
し
て
暮
ら
し
、
自
立
更
生
が
で

き
る
よ
う
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、

支
援
及
び
施
策
の
推
進
を
図
り
ま

す
。

　
ま
た
、
心
身
障
害
者
医
療
助
成

制
度
の
助
成
内
容
の
拡
充
を
図
り

ま
す
。

●
七
ヶ
宿
ク
ラ
ブ
事
業

　
放
課
後
等
の
子
ど
も
た
ち
へ
の

支
援
と
し
て
実
施
し
て
い
る
七
ヶ

宿
ク
ラ
ブ
事
業
は
、
高
齢
者
や
障

が
い
の
あ
る
方
々
と
の
世
代
間
交

流
事
業
も
メ
ニ
ュ
ー
に
加
え
継
続

実
施
し
ま
す
。

 
住
民
が「
ま
な
ぶ
」た
め

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・ス
ク
ー
ル

　
保
護
者
及
び
地
域
住
民
の
学
校

運
営
へ
の
参
画
を
進
め
、
地
域
と

一
体
と
な
っ
た
学
校
運
営
の
改
善

や
、
児
童
生
徒
の
健
全
育
成
に
取

り
組
み
ま
す
。

● 

保
育
料・
学
校
給
食
費
の
無
料

化
　
保
育
料
は
、
す
べ
て
無
料
と
し
、

更
に
子
育
て
支
援
の
充
実
を
図
り

ま
す
。

　
学
校
給
食
は
、
地
場
産
物
の
利

用
を
推
進
す
る
と
共
に
、
給
食
費

の
無
料
化
を
行
っ
て
、
更
な
る
子

育
て
支
援
を
行
い
ま
す
。

●
文
化
財
の
保
護

　
町
指
定
の
文
化
財
で
あ
る
東
光

寺
山
門
は
、
永
年
の
風
雨
に
よ
り

損
傷
が
激
し
く
、
改
修
が
必
要
と

な
っ
て
お
り
、
貴
重
な
歴
史
的
財

産
で
あ
る
た
め
、
修
繕
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

●
社
会
教
育

　

社
会
教
育
施
設
に
つ
い
て
は
、

公
民
館
や
水
と
歴
史
の
館
の
修
繕

を
行
う
ほ
か
、
町
民
グ
ラ
ウ
ン
ド

の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
改
修
し
ま
す
。

　

社
会
教
育
関
係
に
つ
い
て
は
、

町
民
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
習
で

き
る
機
会
を
設
け
る
た
め
に
、
関

係
機
関
と
の
連
携
を
更
に
進
め
た

生
涯
学
習
体
制
を
充
実
さ
せ
ま
す
。

●
青
少
年
教
育

　
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
学

習
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、
各
年

代
に
お
い
て
各
種
講
座
、
事
業
等

を
展
開
し
て
町
民
の
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
や
地
域
活
性
化
の
た
め
の
青
少

年
教
育
を
行
い
ま
す
。

●
高
齢
者
教
育

　
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
合
い
を

続
け
る
た
め
、「
豊
齢
者
大
学
」を

関
係
機
関
等
の
連
携
の
も
と
に
実

施
し
ま
す
。

 

当
初
予
算
の
あ
ら
ま
し

　
平
成
28
年
度
当
初
予
算
の
あ
ら

ま
し
に
つ
い
て
は
、
別
に
配
布
す

る「
こ
と
し
の
仕
事・
町
の
家
計

簿
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●子ども医療費助成について

入院時食事療養費も助成対象になります。

　※現在お持ちの受給者証を、そのまま使用できます。

●心身障害者医療費助成制度について

精神障害者福祉手帳１級の方も助成対象になります。

　※該当される方は町民税務課窓口で申請下さい。

◆ご不明な点につきましては下記までご連絡下さい。◆

●お問い合わせ　町民税務課（☎３７－２１１４　担当：髙橋）

　町では、町民のみなさまがいつまでも安心して生活できるよう、住みたい「住宅」応援
事業を開始します。新築住宅や二世帯住宅へリフォームする場合、空き家のリフォーム・
解体・生活用品処分等に対して費用の 1/2 を助成します。

１．助成内容及び助成額

２．街並み景観整備事業
　  　昨年に引き続き、かやぶき屋根の改修、高気密高断熱、太陽光・蓄電池、エコキュート設

置等について助成を行います。

３．注意事項
　　助成対象者や申請方法等については、下記までお問い合わせ下さい。

●お問い合わせ　農林建設課（☎３７－２１１５　担当：吉野）

4月診療分から医療費助成制度も拡充します!!

住宅関係助成金が拡充します!!

交付対象となる経費 限度額（円） 備　　考

新築住宅及び改修(増築及び改築に限る。) 300万

限度額に満たない場合、費用の１/２
空き家改修（空き家のリフォーム） 100万

空き家の環境整備（空き家の解体） 50万

家財の処分（空き家の生活用品の処分） 15万


